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【手続補正書】
【提出日】平成28年6月9日(2016.6.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　処置具及び特定部位の位置を検出し、検出した前記処置具及び前記特定部位の位置に基
づいて前記特定部位と前記処置具との間の距離に関する距離情報の取得処理を行う距離情
報取得部と、
　前記距離情報に基づいて、前記特定部位と前記処置具との間の近接度の取得処理を行う
近接度取得部と、
　前記近接度に基づいて、前記処置具の切開及び止血の少なくとも一方に関する設定を制
御する処置具制御部と、
　を含むことを特徴とする内視鏡装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記特定部位の特性情報である特定部位情報の取得処理を行う特定部位情報取得部を含
み、
　前記処置具制御部は、
　前記近接度と前記特定部位情報に基づいて、前記処置具の切開及び止血の少なくとも一
方に関する前記設定を制御することを特徴とする内視鏡装置。
【請求項３】
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　請求項２において、
　前記特定部位情報は、前記特定部位の太さ情報であり、
　前記処置具制御部は、
　前記近接度が閾値よりも大きい場合に前記処置具の切開能力を抑制する制御を行い、前
記特定部位が太いほど前記切開能力の抑制度合いを大きくすることを特徴とする内視鏡装
置。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記特定部位は、血管であり、
　前記太さ情報は、前記血管の血管径であることを特徴とする内視鏡装置。
【請求項５】
　請求項２において、
　前記特定部位情報は、前記特定部位の種類を表す情報であり、
　前記処置具制御部は、
　前記特定部位が血管である場合には、前記近接度が閾値よりも大きい場合に、前記近接
度が大きくなるほど前記処置具の切開能力を低下させる制御を行い、
　前記特定部位が神経である場合には、前記近接度が前記閾値よりも大きい場合に、前記
切開能力を所定レベル以下に設定することを特徴とする内視鏡装置。
【請求項６】
　請求項１において、
　前記処置具の特性情報である処置具情報の取得処理を行う処置具情報取得部を含み、
　前記処置具制御部は、
　前記近接度と前記処置具情報に基づいて、前記処置具の切開及び止血の少なくとも一方
に関する前記設定を制御することを特徴とする内視鏡装置。
【請求項７】
　請求項６において、
　前記処置具制御部は、
　前記近接度が閾値よりも大きい場合に前記処置具の切開能力を抑制する制御を行い、前
記処置具情報に応じて前記閾値を変化させることを特徴とする内視鏡装置。
【請求項８】
　請求項７において、
　前記特定部位は、血管であり、
　前記処置具情報は、前記処置具の止血能力であり、
　前記処置具制御部は、
　前記止血能力が低いほど前記閾値を小さくすることを特徴とする内視鏡装置。
【請求項９】
　請求項７において、
　前記処置具情報は、前記処置具の種類を表す情報であり、
　前記処置具制御部は、
　前記処置具が電気メスである場合には、前記閾値を第１閾値に設定し、前記処置具が超
音波メスである場合には、前記閾値を前記第１閾値よりも小さい第２閾値に設定すること
を特徴とする内視鏡装置。
【請求項１０】
　請求項１において、
　前記処置具制御部は、
　前記近接度が閾値よりも大きい場合に前記処置具の切開能力を抑制する制御を行うこと
を特徴とする内視鏡装置。
【請求項１１】
　請求項１において、
　ユーザーからの入力及び時間経過の少なくとも一方に基づいて、前記処置具制御部によ
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る制御を解除する制御解除部を含むことを特徴とする内視鏡装置。
【請求項１２】
　請求項１１において、
　前記処置具制御部は、
　前記近接度が閾値よりも大きい場合に前記処置具の切開能力を抑制する制御を行い、
　前記制御解除部は、
　前記ユーザーからの入力があった場合及び、前記近接度が所定時間の間に所定量以上変
化しない場合の少なくとも一方の場合に、前記切開能力を抑制する制御を解除することを
特徴とする内視鏡装置。
【請求項１３】
　請求項１において、
　前記処置具制御部による制御状態をユーザーに通知する処理を行う通知処理部を含むこ
とを特徴とする内視鏡装置。
【請求項１４】
　請求項１３において、
　前記処置具制御部は、
　前記近接度が閾値よりも大きい場合に前記処置具の切開能力を抑制する制御を行い、
　前記通知処理部は、
　前記切開能力が抑制されている旨を前記ユーザーに通知する処理を行うことを特徴とす
る内視鏡装置。
【請求項１５】
　請求項１において、
　撮像部により撮像された、前記特定部位及び前記処置具の像を含む撮像画像を取得する
画像取得部を含み、
　前記距離情報取得部は、
　前記撮像画像から前記処置具及び前記特定部位の位置を検出し、検出した前記処置具及
び前記特定部位の位置に基づいて前記処置具から前記特定部位までの前記距離情報を取得
することを特徴とする内視鏡装置。
【請求項１６】
　請求項１において、
　前記特定部位は、線状又は管状の部位であることを特徴とする内視鏡装置。
【請求項１７】
　請求項１６において、
　前記線状又は管状の部位は、血管又は神経又は尿管であることを特徴とする内視鏡装置
。
【請求項１８】
　処置具及び特定部位の位置を検出し、検出した前記処置具及び前記特定部位の位置に基
づいて前記特定部位と前記処置具との間の距離に関する距離情報の取得処理を行い、
　前記距離情報に基づいて、前記特定部位と前記処置具との間の近接度の取得処理を行い
、
　前記近接度に基づいて、前記処置具の切開及び止血の少なくとも一方に関する設定を制
御することを特徴とする内視鏡装置の作動方法。
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